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はじめに

　本件は、「2017年中国裁判所の十大知的財産事件」
及び「江蘇省2017年知的財産司法保護の十大事件」
から選ばれた、美術作品のオークション活動におい
て著作権法、物権法、オークション法の３つの法律
の交錯を調整すべき領域の関係主体の権利義務関係
の問題に関するものである。判決には、物権者と著
作権者の適法な権益のバランスが図られ、知的財産
保護についてのオークション業者の注意義務が明ら
かにされている。また、判決には、美術作品の著作
権と物権とが分離している場合において、原本の所
有者が処分権、収益権、展示権を適法に行使する行
為は、いずれも法律の保護を受けるものであり、著
作権者には干渉する権利がないが、美術作品の原本
の所有者による物権の行使は、当該作品の著作権者
の適法な権利を侵害しないことを前提としなければ
ならないことが指摘されている。オークション会社
は、物権者の依頼を受けたオークション業者として、
物権への保護に関わる注意義務のほか、さらに、合
理的な著作権への保護に関わる注意義務も負い、適
正で、職責を尽くしてオークション活動を実施し、
著作権者の権益への損害を慎重に回避すべきである。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報
沈韋寧：一審原告１（二審上訴人１）
沈丹燕：一審原告２（二審上訴人２）
沈邁衡：一審原告３（二審上訴人３）
南京経典拍売公司：一審被告１（二審被上訴人
１）
張暉：一審被告２（二審被上訴人２）

　判決の情報：
一審：南京市六合区裁判所（2016）蘇0116民初

4666号民事判決書
二審：南京市中等裁判所（2017）蘇01民終8048

号民事判決書

２．事件の経緯
沈雁冰（1896.7.4〜1981.3.27）、別名で茅盾は、
中国現代著名な小説家、文学評論家、文化活動

家及び社会活動家である。茅盾先生は、1958年に、
筆で創作した『最近の短編小説について』をタイ
トルとした評論文を雑誌社に投稿し、この評論
文は『人民文学』1958年第６期に掲載されている。
その後、張暉は該直筆原稿を手に入った。2013年
11月13日に、張暉は係争直筆原稿を含む複数の物
品のオークションを南京経典拍売公司（以下、経
典拍売公司という）に依頼した。2013年12月30日、
経典拍売公司は、デジタルカメラで撮った係争
直筆原稿の高精細デジタル写真を会社のウェブサ
イト及びウェボーにアップロードし、画像と文章
を組み合わせた態様で直筆原稿を宣伝、紹介した。
公衆は、経典拍売公司のウェブサイトを閲覧すれ
ば、係争直筆原稿の全貌を見ることができ、ウェ
ブページの拡大鏡機能で直筆原稿の各ページの細
かな部分まで観察することもできる。プレビュー
の際に、経典拍売公司は係争作品の原本を展示
し、かつ参観者に係争オークション品が掲載さ
れたパンフレットを提供した。2014年１月５日に、
係争直筆原稿は、経典拍売公司による2013年秋の
オークション・中国書画特別セッションで出品さ
れ、第三者に1050万元の価格で落札されたが、そ
の後に落札者が支払いを行わなかったため、オー
クションが不成立となり、係争直筆原稿の原本は
依然として張暉の所有物である。オークション終
了後にも、経典拍売公司はインターネット上で係
争直筆原稿を展示し続け、2017年６月までにはそ
れを削除した。茅盾先生の合法的相続人である沈
韋寧、沈丹燕、沈邁衡は、張暉と経典拍売公司の
上記行為は係争手稿の著作権を侵害したとして裁
判所に提訴した。一審裁判所は、係争直筆原稿の
情報ネットワーク伝達権への侵害行為を停止した
上で、沈韋寧、沈丹燕、沈邁衡に損害賠償金とし
て10万元を支払うよう経典拍売公司に命じる旨の
判決をした。沈韋寧、沈丹燕、沈邁衡は一審の判
決を不服として控訴した。二審裁判所は、「係争
直筆原稿は文字作品でありながら、美術作品でも
あり、張暉は係争直筆原稿の合法的所有者であり、
オークションの形で自分の合法的な財産を処分す
ることを選択する権利を有するので、張暉の行為
は係争直筆原稿の著作権を侵害するものではない。
一方、経典拍売公司は係争直筆原稿の美術作品の
公表権、複製権及び情報ネットワーク伝達権を侵
害したため、侵害を停止して、謝罪し、損害賠償


